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津久井総合事務所周辺公共施設再整備に関する 

サウンディング型市場調査実施要領 

 
 

1. 調査の背景と目的 

 

1.1. 調査の背景 

相模原市（以下「本市」という。）は、老朽化が進む津久井総合事務所の建替えをきっかけに、

周辺の公共施設を含めた公共施設の再編・再整備を行うことで、津久井地区における地域拠点

を創出し、持続可能なまちづくりの実現を目指しています。 

こうした経緯を踏まえ、令和５年９月に「津久井総合事務所周辺公共施設再整備基本構想」

（以下「基本構想」という。）を策定しました。 

このたび、基本構想に基づく事業の実現に向けて、民間事業者の皆様と意見交換することを

目的に、「津久井総合事務所周辺公共施設再整備に関するサウンディング型市場調査」（以下「本

調査」という。）を実施することとしました。 

 

1.2. 調査の目的 

本調査は、津久井総合事務所周辺公共施設再整備にあたり、民間事業者の皆様から再整備に

関するアイデアや提案等をいただくことと併せて、事業内容・範囲、事業スキーム等の事業の

具体化に関する意見や要望等、公募条件に関する意見や要望等をいただくことを目的として実

施します。 
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2. 事業の概要 

事業の概要について、以降に示します。 

なお、詳細については、参考資料「津久井総合事務所周辺公共施設再整備に関するサウンデ

ィング型市場調査 事業概要資料」をご参照ください。 

 

2.1. 事業対象地の位置 

津久井総合事務所敷地と駐車場敷地（下図の赤枠）となります。 

検討対象施設は、津久井総合事務所、津久井保健センター、津久井中央公民館、津久井老人

福祉センター、津久井地域包括支援センター、相模原西メディカルセンター急病診療所の 6 施

設です。 

 

図 2-1 事業地（位置図） 
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図 2-2 検討対象施設の配置状況 

 

3. 調査のスケジュール 

調査の実施スケジュールは、以下のとおりです。 

表 3-1 本調査の実施スケジュール（予定）※１ 

実施事項 実施日 

実施要領等の公表 令和６年４月 26日（金） 

現地説明会の参加申込締切 令和６年５月 10日（金） 

現地説明会の開催 令和６年５月 24日（金） 

個別対話参加申込締切 令和６年５月 31日（金） 

追加資料配付 令和６年５月 31日（金）～６月４日（火）※２ 

ヒアリングシート提出締切 令和６年６月 11日（火） 

個別対話 令和６年６月 17日（月）～６月 19日（水） 

サウンディング結果の公表 令和６年８月中 

※１ 今後の社会情勢その他の理由によりスケジュールは変更になる場合があります。 

※２ 個別対話を申し込んだ方に対して、この期間内に追加資料をお送りします。 
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4. 調査の内容 

 

4.1. 対象とする事業者 

事業期間を通じて本事業に主体的に関わることに興味のある法人又は法人のグループ（以下

「法人等」という。）を対象とします。 

 

4.2. 調査の内容 

個別対話は、以下の内容を予定しています。 

 複合施設について 

 導入機能に対するご意見 

 整備パターンに対するご意見 

 市民活動機能について 

 市民活動機能の魅力向上、利用者満足度の向上に向けたアイデア 

 官民の役割分担 

 付加価値機能について 

 事業対象地の立地を踏まえ、実現可能と考えられる付加価値機能のアイデア 

 民間事業者が必要とする事業条件（施設・土地の利用条件、市に期待する支援など） 

 事業スキームについて 

 事業内容・範囲について 

 事業手法について 

 想定される設計建設工程について 

 官民のリスク分担について 

 類似実績における事業費動向について 

 事業者選定スケジュール・提案期間等について 

 本事業への参画について 

 本事業への参画意欲 

 本事業への参画を検討するために必要な情報等 
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5. 調査の手続き 

 

5.1. 現地説明会 

本調査への参加を希望する法人等に対して、現地説明会を開催します。なお、現地説明会へ

の参加をされない方も、個別対話にはご参加いただけます。 

5.1.1. 開催日時 

令和６年５月 24日（金） 

事業説明会：13時 30分～14時 00分 

現地見学会（検討対象施設）：14時 10分～15時 10分 

5.1.2. 集合場所及び集合時間 

集合場所：津久井総合事務所３階会議室（相模原市緑区中野 633） 

集合時間：事業説明会の開始時間の 15分前より受付開始 

5.1.3. 申込期日 

令和６年５月 10日（金）午後５時まで 

5.1.4. 参加申込方法 

現地説明会への参加を希望する場合は、申込期間内に、様式１「現地説明会参加申込書」

に必要事項を記入（１法人又は１グループにつき２名まで）し、電子メールに添付し、「11.

問合せ先」まで電子メールにてご連絡ください。 

なお、電子メールの件名に【現地説明会参加申込】との表記を含めてください。 

5.1.5. その他 

・各公共施設は、一般の方も利用しています。見学の際は、利用者への配慮をお願いします。 

・各公共施設内の撮影を希望する方は、当日施設職員にお声かけください。利用状況等により

撮影の可否を判断させていただく場合があります。 

・荒天の場合、現地説明会を中止する場合があります。中止が決定した場合は、当日午前９時

頃までに、現地説明会申込書に記載された連絡担当者宛てに、電子メールで連絡します。 

・公共交通機関でお越しいただき、各公共施設の駐車場の無断利用、路上駐車はご遠慮くださ

い。難しい場合には「11.問合せ先」までご連絡ください。 

・現地説明会への参加は、個別対話への参加条件ではありません。 

 

5.2. 個別対話 

5.2.1. 実施期間 

下記の期間において、１申込者あたり、１時間程度の個別対話を行います。 

令和６年６月 17日（月）～６月 19日（水） 
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5.2.2. 申込期日 

令和６年５月 31日（金）午後５時まで 

5.2.3. 参加申込方法 

参加を希望する場合は、申込期間内に、様式２「個別対話参加申込書」に必要事項を記入

し、電子メールに添付し、「11.問合せ先」まで電子メールにてご連絡ください。 

なお、電子メールの件名に【個別対話参加申込】との表記を含めてください。 

5.2.4. 個別対話実施日時及び留意点等の連絡 

個別対話の実施日時、場所、対話時の留意事項等については、令和６年６月 12日（水）頃

までに、個別対話参加申込書に記載された連絡担当者宛に、電子メールにて連絡します。 

なお、申込時に希望された日時での個別対話が難しい場合には、日程変更をお願いする場

合があります。 

5.2.5. 対話の実施方法 

個別対話は以下の通り行います。 

・実施場所は緑区合同庁舎（相模原市緑区西橋本５-３-21）内の会議室を予定しておりま

す。 

・個別対話は、参加者のアイデア及びノウハウの保護のため、参加申込者別に、対面又は

Web 会議の形式で１時間程度行う予定です。ただし、対話の状況により、30 分を限度に

延長する場合があります。 

・個別対話には、市の担当者のほか、導入可能性調査業務の委託先企業も参加します。 

・対面での対話を希望された場合であっても、Web 会議形式での対話をお願いする場合が

あります。 

5.2.6. 追加資料の提示 

個別対話に申込された方に対して、令和６年６月４日（火）までに追加資料をお送りしま

す。 

5.2.7. ヒアリングシートの提出 

ヒアリングシートは、記入の上、令和６年６月 11日（火）午後５時までに、「11.問合せ先」

まで電子メールにて提出してください。なお、電子メールの件名に【ヒアリングシート】と

の表記を含めてください。 

ヒアリングシートの内容を補足する資料や事例、参加者の実績を紹介する資料がある場合

は、併せて提出をお願いします。 
 

5.3. サウンディング調査結果の公表 

サウンディング型市場調査の結果は、令和６年８月中に公表する予定です。 

公表にあたっては、参加者のアイデア及びノウハウの保護のため、概要のみを公表すること
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を予定しており、事前に個別対話参加者へ、公表内容の確認を行う予定です。 

なお、本調査に参加した法人等の名称や個別対話参加者が公表不可とする情報については、   

公表しません。 

※「相模原市情報公開条例」その他の関係法令の規定に従い、情報公開の対象となる場合が

あります。 

 

 

6. その他 

 

6.1. 参加した法人等の取扱い 

本調査への参加実績を、事業者公募等における評価の対象として評価することはありません。 

 

6.2. 費用負担 

本調査への参加に要する費用は、参加した法人等の負担とします。 

 

6.3. 対話内容の取扱いについて 

対話内容は、今後の検討とさせていただきます。 

ただし、双方の発言とも、あくまでも対話時点での想定のものとし、何らの約束をするもの

ではないことをご了承ください。 

 

6.4. 追加対話への協力 

本調査終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会を含む）やアンケート等の協力を求め

る場合があります。何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

7. 問合せ方法 

問合せがある場合は、「11.問合せ先」まで電子メールにてご連絡ください。様式等は特に

ありませんが、問合せ内容の管理のため、法人名、所属、ご担当者様の氏名等をご記載くだ

さい。 

なお、電子メールの件名に【サウンディングに関する問合せ】との表記を含めてください。 

 

 

8. 問合せ内容の公表 

頂いた問合せに対する回答は、電子メールにて行います。問合せ内容によっては、回答を

提示するまでの期間を要する場合があります。 

なお、問合せ及び回答の内容について、本調査への参加を検討する他の法人等にも周知す

ることが望ましいと市が判断したものについては、市ホームページにて公表します。 
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9. 参加除外条件 

次のいずれかに該当する場合は、本調査に参加することはできません。 

ア 相模原市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月 26 日相模原市条例第 31 号）第２条第４号

に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は第７条に規定

する暴力団員等と密接な関係を有する（法人その他の団体にあっては、その役員（業務

を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な

関係を有する）と認められる者 

イ 神奈川県暴力団排除条例（平成 22年神奈川県条例第 75号）第 23条第１項又は同条第

２項に違反している事実がある者 

 

 

10. 添付資料 

・様式１「現地説明会参加申込書」 

・様式２「個別対話参加申込書」 

・事業概要資料 

・ヒアリングシート 

 

 

11. 問合せ先 

問合せ先：相模原市 緑区役所 区政策課 

担  当：三田村、計良、山下(淳) 

所 在 地：神奈川県相模原市緑区西橋本５-３-21（緑区合同庁舎） 

Ｔ Ｅ Ｌ：042-775-8802 

Ｅメール：g-kuseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

受付時間：平日の 8:30～17:00 

 

※ 本市から本件に関する業務委託をしている株式会社三菱総合研究所へ、個人情報を含む本業

務に関する情報の共有をする場合があります。 

 


